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短　報

児童相談所保健師に必要な専門的能力
―児童相談所所管部門と保健師統括部門の比較―

石井陽子＊1　二宮一枝＊2

１．緒言
　児童虐待は後を絶たず，児童相談所（以下，児
相）における児童虐待相談対応件数（以下，虐待対
応件数）は平成11年度11,631件に対し，平成26年度
88,931件と増加傾向が続いており1），児童虐待防止対
策の充実は喫緊の課題である．平成28年改正の児童
福祉法では，市町村と児相の体制強化が示された2）． 
児童相談所強化プランでは，専門職増員の数値目標
が掲げられ，全国の児相の平成27年度保健師配置実
績90名に対し，平成29年度目標値210名と大幅な増
員目標が示されている3）．
　先行研究では，行政保健師の8割以上がこども虐
待事例の支援経験があり4），児童虐待の事例の多様
性や個別性により，対応に難しさを感じる保健師が
多い5）ことも指摘されている．福祉分野は保健師が
少人数配置であることや，児相では，系統だった業
務ができにくい，所内で保健師業務が理解されにく
いなどの課題も示されており6），保健師の任用も保
健師， 児童福祉司それらの兼務など自治体によって
多様である7）．児童相談所保健師（以下，児相保健師）
に関する研究の蓄積は多くはない．上述のように実
態調査はあるものの，それらは決して新しいものと
はいえず，近年の度重なる法改正や新たな施策の樹
立を考慮すると，あらためて児相保健師の実態を把
握する必要がある．
　加えて，対応困難事例の増加や，地域の健康課題
の解決に向けた多職種連携の重視により，近年保健
師には高い実践能力が求められている．児相にはベ
テラン保健師が配属される傾向にある7）が，先述の
ように児相保健師の大幅な増員目標が掲げられてい
る現状に鑑みると，今後はベテラン以外の保健師配
置が増えると推察される．一方，保健師の教育背景
や職務経験の多様化をうけ，従来の経験年数に応じ
た人材育成にかわり，平成28年に専門的能力に着目

した「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」（以
下，キャリアラダー）8）,†1）が公表された．キャリア
ラダーは保健師の専門的能力の成長過程を段階的に
区分し，能力を可視化できるため，これを検討ツー
ルとして，自治体のジョブ・ローテーションの促進
が予測される．
　児相所管は福祉部門であるが，人材育成の観点か
ら保健師配置に携わるのは保健師統括部門である．
両者が考える児相保健師に必要な専門的能力を明ら
かにすることで，福祉と保健という専門分野の違い
を超えて両者が共通に重視するものを示すことがで
きる．これは保健師の適正配置の一助となり，現任
教育や公衆衛生看護基礎教育において強化すべき事
柄の示唆を得ることができる点において重要である．
　本研究は，児相保健師の配置状況ならびに児相所
管部門と保健師統括部門双方が児相保健師に必要で
あると認識する専門的能力を明らかにすることを目
的とした． 

２．研究方法
２. １　調査対象者
　対象者は，児相を有する全国の自治体69か所（都
道府県47か所，政令市および児相設置市22か所　
H28.4.1現在）の児相所管部門責任者（以下，児相
所管者）および統括部門保健師（以下，統括保健師）
各1名の計138名である．
２. ２　調査方法
　対象自治体の児相所管者および統括保健師宛てに
それぞれ無記名自記式調査票を郵送した．調査期間
は2017年6月から7月とした．回収は郵送法にて対象
者から調査実施者宛てに直接回収とした．
２. ３　調査内容
　自治体特性は，人口，児相数，平成26年度虐待対
応件数を尋ねた．保健師の配置状況は，配置の有無，
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配置開始時期と配置期間の目安，児相保健師の人数，
職位，職名，担当業務を尋ねた．児相保健師に必要
な専門的能力（以下，専門的能力）は，キャリアラ 
ダー8）,†1）の6つの領域を用いて，主に新任者レベル
とされる A-1以外を項目化し，対人支援活動に関す
る能力11項目，地域支援活動に関する能力13項目，
事業化・施策化に関する能力6項目，健康危機管理
に関する活動の能力11項目，管理的活動に関する能
力14項目，保健師の活動基盤に関する能力5項目の
計60項目を尋ねた．現在保健師配置がないと回答し
た自治体には，配置する場合を想定した回答を求め
た．

２. ４　倫理的配慮
　調査依頼文に得られた情報は研究目的以外には利
用しないこと，参加協力は任意であり不参加による
不利益は生じないこと，無記名自記式質問紙調査で
あり，個人が特定されないことを記載し，協力が得
られた者からのみ調査実施者宛てに返送してもらい
承諾とした．調査は岡山県立大学倫理委員会の承認
を得て実施した（承認番号：17-06）．
２. ５　分析方法
　人口，児相数，虐待対応件数は，同一自治体に 
ついては児相所管者または統括保健師どちらか一方
の回答を用いた．その他の項目は同一自治体でも 

表１　自治体特性と児相保健師の配置状況

1）欠損あり
2）児童相談所所管部局回答　n=92，統括部門保健師回答　n=65
3）児童相談所所管部局回答　n=92，統括部門保健師回答　n=60
4）複数回答
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回答が異なる部分がみられたため，児相所管者と統
括保健師の回答各々で記述統計を行った．専門的 
能力60項目の回答は，「とても必要」から「まっ 
たく必要ない」の5段階で求め，得点が高いほど必
要と考えていることを示すこととし，回答割合をみ
た．差の比較には t 検定および Mann-Whitney の
U検定を用いた . 検定における有意水準は5%とし，
統計解析には，SPSS Ver.21.0J for Windows を用い
た．

３．結果
　調査対象者138名中，回収54名であった（回収率
39.1%）．児相所管者29名（53.7%）の所属自治体は
都道府県（以下，県）18名 (62.1%)，政令市等（以
下，政令市）11名 (37.9%) であった．統括保健師25
名（46.3%）の所属自治体は県20名（80.0%），政令
市5名 (20.0%) であった．自治体特性と保健師の配置
状況は，回収された54名全ての記載を対象として分
析した．専門的能力は，回答のあった49名を分析対
象とした．
３. １　児相保健師の配置状況
　自治体特性と児相保健師の配置状況を表1に示す．
自治体数は，42（県29，政令市13）であった．人口
100万人未満14か所（県7，政令市7），100万人以上
150万人未満14か所（県13，政令市1），150万人以上
250万人未満8か所（県6，政令市2），250万人以上6
か所（県3，政令市3）であった．児相数平均は，県
3.3±1.7か所，政令市1.9±1.6か所と県が多く，統計
的な有意差がみられた（p＝0.009）．保健師配置は，
「あり」が両者ともに8割以上，うち半数が配置期
間の目安がありと回答した．記載された配置開始時
期では昭和56年4月が最も古かった．平成29年4月か
ら配置を開始した自治体も4か所みられた．配置期
間の目安は最短1年，最長5年，最も多かったのは3
年（6か所）であった．3年以内を目安としている自
治体が19か所（76.0%）であった． 保健師職位は，
両回答いずれも係員と主任級が8割以上であった．
保健師職名は，両回答ともに保健師職が半数以上で
あったが，3割以上は児童福祉司または保健師と児
童福祉司の兼務であった．その他は相談主査という
回答であった．担当業務は両回答ともに相談業務が
最も多かった．その他は，健康教育，虐待事例の初
期調査，障害児・被虐待児の在宅支援，医療機関等
との連絡調整などであった．
３. ２　児相保健師に必要な専門的能力
　専門的能力を表2に示す．60項目全てにおいて，
統括保健師のほうが児相所管者より必要性を高く回
答していた．

３. ２. １　�児相所管者，統括保健師ともに必要性が
高いと回答した専門的能力

　両者ともに「とても必要」または「まあ必要」と，
必要性を高く回答した割合が8割以上の項目は，全
体で13項目（21.7%）あった．領域別では，【対人支
援活動に関する能力】が，「対象の主体性を踏まえ，
支援に必要な資源を指導を受けて導入及び調整でき
る」など7項目（63.6%）で最も多く，キャリアレベ
ルも A-2から A-5であった．その他は，【健康危機
管理に関する活動の能力】2項目（18.2%），【管理的
活動に関する能力】2項目（14.3%），【地域支援活動
に関する能力】1項目（7.7%），【保健師の活動基盤
に関する能力】1項目（20.0%）であった．
３. ２. ２　�児相所管者と統括保健師の回答に差がみ

られた専門的能力
　両者の回答に統計的に有意な差がみられた項目は
全体で35項目（58.3%）であった．領域別では，【事
業化・施策化に関する能力】は全6項目（100%），【地
域支援活動に関する能力】11項目（84.6%），【保健
師の活動基盤に関する能力】4項目（80.0%），【管理
的活動に関する能力】8項目（57.1%），【健康危機管
理に関する活動の能力】4項目（36.4%），【対人支援
活動に関する能力】2項目（18.2%）であった．

４．考察
４. １　児相保健師の配置状況
　本調査は回収率39.1% ではあるが，設置主体別児
相数平均値を全国の平均値†2）（都道府県3.8，政令市
等1.3：H28.4.1現在）と比較するとほぼ同様の傾向
であり，ある程度代表性は確保できたのではないか
と考える．本調査では，8割の自治体が保健師を配
置していた . 平成29年4月から配置を開始した自治
体が4か所あり，これは児童相談所の体制強化2）に
よると考えられる．配置期間の目安の多く（76.0%）
は3年以内であった．先行の調査9）においても同様
の結果が示され，自治体の3年原則という人事異動
の考え方によること，業務上のストレスを考慮した
任期であることが記されている．本結果も同様と解
釈された．職名では保健師の3割以上は児童福祉司
またはその兼務であり，担当業務は相談業務が最も
多かった．相談機能は児相の基本的機能であり10），
その後の援助活動に続く重要なものである．児童福
祉司は子どもや保護者の相談にあたり，任用前後で
研修が義務化されており2），地域で児童虐待対応の
一翼を担う保健師を，児相で児童福祉司として積極
的な活用をすすめる提言もある11）．児相保健師には
高度な相談対応技術が求められている．担当業務そ
の他の記述は，保健指導や健康教育，医療機関等と
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表２　児相保健師に必要な専門的能力（１）

Mann-Whitney の U検定　*p<0.05���**p<0.01���***p<0.001　　1) 欠損あり
項目内（　）：キャリアレベル
項目内（　）横の＊：児相所管者，統括保健師ともに必要性を高く回答（8割以上）した項目

児童相談所所管部局（上段）　ｎ＝26(%)
統括部門保健師（下段）　　　ｎ＝23(%)
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表２　児相保健師に必要な専門的能力（２）

Mann-Whitney の U検定　*p<0.05���**p<0.01���***p<0.001　　1) 欠損あり
項目内（　）：キャリアレベル
項目内（　）横の＊：児相所管者，統括保健師ともに必要性を高く回答（8割以上）した項目

児童相談所所管部局（上段） 　ｎ＝26(%)
統括部門保健師（下段）　　　　ｎ＝23(%)
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の連絡調整などであった．児相保健師の職務内容は，
公衆衛生や予防医学的な知識の普及，障害児や虐待
を受けた子どもと家族の在宅支援，関係機関との連
絡調整等による支援である10）．記述より，保健師が
これら職務を遂行している状況が伺える．
４. ２　児相保健師に必要な専門的能力
　児相所管者，統括保健師双方が児相保健師に必要
であると認識する専門的能力は，【対人支援活動に
関する能力】が11項目中7項目（63.6%）と最も多く，
キャリアレベルは A-2から A-5であった．児相が対
応する相談は，専門的な知識や技術を要する相談で，
一般相談とは異なる10）．また，児童虐待などの相談
は子どもの未来をも左右し深刻さを有する．今回必
要性が高いと共通認識のあった7項目は全て，対人
支援活動のなかで個人や家族への支援に係るもので
あった．特に緊急性を判断し迅速に対応できる能力
が重視されていることは，児相に特徴的かつ重要と
考える．個人・家族への支援は保健師活動の基本で
あり，保健師は事例をとおして社会や地域の問題が
認識できるようになる12）．人材配置計画等のキャリ
アパスを作成し，入職後3年間は個別訪問が経験で
きる部署に新任期保健師を配置している自治体もあ
る13）．求められる対人支援能力獲得のためには，個
人・家族支援の実践力向上に向け意図的な基礎教育
や現任教育・ジョブ・ローテーションが有効と考える．
　一方 , 児相所管者と統括保健師の回答に差がみら
れた専門的能力は35項目（58.3%）であった．なか
でも，【事業化・施策化に関する能力】は6項目全て
において，【地域支援活動に関する能力】は13項目
中11項目（84.6%）と多かったことから，両者の認

識の相違が明らかになった．即ち，統括保健師は配
属場所にかかわらず保健師が備えるべき能力を重視
しており，児相所管者は児相職員全体の配置状況と
保健師の職位等を勘案して専門的能力を判断してい
たと推察される．上記2つの能力は，地域全体の健
康課題を把握し，事業を立案・実施，施策化すると
いう保健師の専門性を示しており，保健師に求めら
れる実践能力と卒業時の到達目標14）にも明記されて
いる．今後は地域共生社会における包括的なシステ
ムの進展に伴い，虐待予防を主眼とする地域母子保
健活動との協働は必須であり，【保健師の活動基盤
に関する能力】における事業評価能力や【地域支援
活動に関する能力】における地域診断，ケアシス
テム構築に関する能力は必須であろう．キャリアラ
ダーは自治体内の保健師構成や職務等，自治体の状
況を踏まえた活用が求められている8）．児相保健師
の配置について，福祉保健双方の配置担当者間で協
議を重ね，共通認識を深めていくことが重要と考え
る．

５．結論
　8割の自治体が児相に保健師を配置しており，平
成29年4月から配置を開始した自治体も4か所あっ
た．配置期間の目安は3年以内が多く，担当業務は
相談業務が最も多かった．児相保健師に必要な専門
的能力として児相所管者，統括保健師ともに重視し
ていたのは【対人支援活動に関する能力】であった．
しかし，【事業化・施策化に関する能力】や【地域
支援活動に関する能力】などは，児相所管者は統括
保健師ほど必要性が高いと捉えていなかった．

注
†1） 所属組織内の役割，責任を持つ業務範囲，専門技術の到達レベルでキャリアレベルを定義し，キャリアレベル1（A-1）

は主に新任者，キャリアレベル5（A-5）は保健事業全般に責任を持ち，指導的役割を担うレベルである．専門的
能力は，対人支援活動，地域支援活動，事業化・施策化のための活動，健康危機管理に関する活動，管理的活動，
保健師の活動基盤の6つの活動領域で示されている．

†2） 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課：児童相談所関係データの設置自治体別児童相談所数をもとに算出した．
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